
申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

許 認 可 等 の 内 容 都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形

質の変更等の許可 

根 拠 法 令 及 び 条 項 都市計画法第６５条第１項 

所 管 部 課 係 名 まちづくり未来部都市計画課都市計画係 

審

査

基

準 

関 係 条 項 
 

 

基 準 

 

（ 未 設 定 の 場 

 

合はその理由） 

法第６５条第２項の規定による。 

 

（建築等の制限） 

第６５条 第６２条第１項の規定による告示又は新たな

事業地の編入に係る第６３条第２項において準用する

第６２条第１項の規定による告示があつた後において

は、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障

害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築

物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定め

る移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おう

とする者は、都道府県知事等の許可を受けなければな

らない。 

２ 都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合

において、その許可を与えようとするときは、あらか

じめ、施行者の意見を聴かなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 事 項 
 

設 定 等 年 月 日 平成２９年３月２３日設定（平成 年 月 日最終変更） 

標
準
処
理
期
間 

標準処理期間 

（ 未 設 定 の 場

合はその理由） 

 将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績が

なく、あらかじめ標準処理期間を設定することは困難で

あるため未設定。 

設 定 等 年 月 日 平成  年 月 日設定（平成 年 月 日最終変更） 

 


